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はじめに                                     

 

本プロジェクトは、2019 年度トヨタ財団の国内助成プログラム「しらべる助成」を受け、東京

都・⽂京区社会福祉協議会の地域福祉コーディネーターと建築家の研究グループが中⼼となり、空

き家を活⽤した地域の居場所づくりについて調査・研究を⾏ったものです。 

 町会やボランティア、企業、商店のコーディネートなどのソフト⾯に関わる強みをもつ地域福祉

コーディネーターと、まちづくりや建物などのハード⾯に関わる強みをもつ建築家たちが、様々な

関係者と対話を重ねながら、どのようにしたら、⽂京区でも問題視されつつある空き家を有効に活

⽤し、地域課題の解決につながる居場所づくりを推進することができるかを考えてきました。 

 その結果、空き家・空きスペースのオーナーへのヒアリング調査に加え、先進事例やモデル事業

の分析を通して、空き家活⽤におけるポイントや進め⽅の整理、そして空き家の更なる活⽤を促す

スキーム提案までまとめることができました。 

この報告書が、全国各地で様々な居場所づくりの取り組みを⾏う⽅々のご参考になれば幸いです。 
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３．居場所づくりのパイロット事業の調査・分析                                     

３−１．「千⽯三丁⽬プロジェクト」の概要と経緯 

⽂京区千⽯三丁⽬に⽴地する昭和 40 年竣⼯の、１階が店舗、２階が共同住宅からなる⽊造建築物
の、１階部分を居場所とする改修プロジェクトである（写真 3-1・3-2）。本建物は⽂京区内に在住の
個⼈が所有し、従前は建物の１階に介護⽤品店が⼊居していたが、2018 年 3 ⽉に閉店後、借主であ
る東京保健⽣活協同組合から⽂京区社会福祉協議会へ、「地域の居場所」に活⽤したいと打診があっ
た。その後、⽂京区社会福祉協議会を中⼼に計２回の準備会が開催され、当該地区の町会の会員、地
域団体、⺠間企業、⽂京区⾼齢福祉課などの⾏政職員が参加し、地域にどのような課題が存在するか、
当事者としてどのような関わりができるか、どんな場所にしたいかなど、ワークショップ形式で議論
を深めた。また、同５⽉からは実⾏委員会が開催され、同区内の他の居場所の⾒学報告などが⾏われ
た（写真 3-3・3-4）。 

こうした中で、既存建物の耐震性に関して不安視される意⾒が挙がり、改修ワーキンググループが
⽴ち上がることとなった。改修ワーキンググループには、建築設計に関わる専⾨家が加わり、耐震診
断の結果を踏まえ、事業や改修のプラン、スケジュールの検討が⾏われた。また、既存建物の特徴や
改修にあたっての留意点、リノベーション建築の事例紹介のほか、模型を使⽤した場の使い⽅ワーク
ショップを実施し、改修案の作成を⾏った（写真 3-5・3-6、図 3-1）。 

⼀⽅で、⼀般的な内装改修とは異なり、構造補強の場合は施⼯費が⾼額になるため、財源確保に向
けて関係各所から⽀援を受けることとなった。その中でも、同地区内の⺠間企業（医薬品メーカー）
からは投資という形で資⾦調達が可能となり、地元⼯務店の協⼒もあり、着⼯に⾄ることとなった（写
真 3-７・3-８、図 3-２）。なお、現在は改修⼯事中であり、2020 年度春頃の供⽤開始を⽬指している。 

 

  

          写真 3-1 外観                   写真 3-2 内観 
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写真 3-3・3-4 実⾏委員会の様⼦ 

 

  

写真 3-5・3-6 改修ワーキンググループの様⼦ 

 

  

写真 3-7・3-8 解体⼯事の様⼦ 
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図 3-1 改修計画案 

 

図 3-2 改修設計図 
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３−２．リスクの洗い出しとトラブル時の対処⽅法 

本節では、パイロット事業である「千⽯三丁⽬プロジェクト」を通して、プロジェクトの進⾏の障
壁となった事項を抽出し、その障壁をどのように乗り越えたかについて整理する。さらに、今後にお
いて本事業を推進するにあたり、リクスとなりうる項⽬とその対処⽅法についてまとめる。以降では、
項⽬ごとに述べる。 

 
（１）建物の耐震性・耐久性 

１）耐震性 
・当該建物は築後 50 年以上が経過しており、旧耐震基準１）の建築物であるため、地域の居場所と

して活⽤するにあたり、当該地域の町内会から改修⼯事にあわせて構造補強が求められた。 
・事前に⾏われた⽊造耐震診断２）では、上部構造の評価は１・２階とも「倒壊する可能性が⾼い」

と判定されていた。 
・建物の図⾯は上記診断書に添付されたものしかなく、基となる図⾯が存在していなかった。 

１）1981（昭和 56）年５⽉ 31 ⽇までの建築確認において適⽤されていた基準をいう． 
２）事前に所有者が専⾨家に依頼し、2018（平成 30）年５⽉ 30 ⽇から６⽉９⽇に⽊造住宅霧耐震診断を実施した． 

 

＜対処⽅法＞ 
 プロジェクトの初期段階から建築⼠が関わることで、実測調査に基づいた正確な図⾯の作成がで

きた。これにより、早期に構造補強に関わる検討を⾏うことができ、耐震性を考慮した改修計画
案の実現に⾄った。 

 計画段階において、⼯事費⽤の⼗分な確保ができない場合を想定し、３室のうち１室のみに独⽴
した構造をもつシェルターを設置する案などが検討された。 

 当該建物の１階は開放性の⾼い店舗のため、とくに間⼝⽅向（X ⽅向）の壁量が不⾜しており、
壁量を増やす対応を取った（図 3-3）。具体的には、天井を撤去し、⼟台から２階床梁にかけて
構造⽤合板（t=9.0mm 以上）を施⼯する、⽊造の構造補強で⼀般的に⽤いられる⽅法を取り、
コストの増⼤を回避した。 

 構造補強は建物全体のバランスを考えるため、当初は真ん中の２室を活⽤することを想定してい
たが、⻄側の１室についても⼯事を⾏うこととなり、その結果として活⽤できるスペースが広が
った。 
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図 3-3 構造検討図 
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２）耐久性 
・既存建物には外壁や屋根の劣化が⽬視においてみられ、計画当初は漏⽔等による構造躯体への影

響が懸念されたが、着⼯し、内装を解体するまでは正確な劣化状況が把握できなかった（写真
3-9・3-10）。 

・着⼯後に内装材を解体した結果、外部鉄⾻階段接合部付近の外壁からの漏⽔により１階の⼟台や
柱、２階の床梁などが腐⾷していたほか、計画時には想定していた箇所に柱や基礎がない等によ
り、計画案通りに進むことができなかった（写真 3-11・3-12）。 

 

＜対処⽅法＞ 
 外壁からの漏⽔の原因を調査した後、その部分を補修するとともに、下がっていた２階の床梁は

ジャッキアップし、桁梁および柱の補強を⾏った。なお、上階にはアパートの居住者が⼊居して
いたため、⼯事期間中は仮住まいに転居してもらった。 

 着⼯後に再度検討期間を設け、現況に合わせて計画案を練り直した。計画案の再検討には、実⾏
委員会等を開催し、運営者や利⽤者、⽀援者等、関係者の意⾒を踏まえつつ、構造を専⾨とする
建築⼠に助⾔をもらいながら、計画案を作成した。 

 

  

写真 3-9・3-10 ⽬視による外観の確認 

 

  

写真 3-11・3-12 漏⽔による躯体の劣化 
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（２）所有者の関与 
・当初、建物所有者はプロジェクト⾃体に関⼼を⽰していたものの、当事者としてプロジェクトへの

積極的な関与はみられなかった。 
・とくに建物所有者は個⼈であり、⽇中は働きに出ており不在が多く、検討・計画時の実⾏委員会等

で⾏われた話し合いには参加できず、所有者の意向や同意が得られにくい状況が続いた。そのため、
検討・計画時に時間を要した。 

 

＜対処⽅法＞ 
 建物所有者との情報共有には、当該物件の借主が窓⼝となり、プロジェクトの進捗に合わせて実

⾏委員会の内容を建物所有者に報告していた。 
 本事業を進めるにあたり、障壁となっていた建物の耐震性・耐久性に関わる説明や、改修⼯事を

⾏う際の上階居住者への協⼒呼びかけ等については、⽂京区社会福祉協議会が⾏った。⽂京区社
会福祉協議会は公的組織であり、客観的な⽴場で仲介役かつ中間的である。これにより所有者の
関与が深まり、プランの実現に向け協⼒を頂けた。 

 

 

図 3-3 本プロジェクトの体制図 

 

 

貸主もしくは 
借主が発注者 

運用ルール
の決定 
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（３）整備費⽤の確保 
・本プロジェクトでは、「地域の居場所」に活⽤する物件の内装や備品を整備するだけでなく、建物

⾃体の構造補強や劣化部分の補修などの改修⼯事を伴うため、⽂京区社会福祉協議会による補助１）

だけでは全ての費⽤を賄うことができなかった。 
・改修⼯事のなかには、貸主である建物所有者が負担すべき内容もあれば、借主を含む運営者や利⽤

者が負担すべき内容などもあり、整備費⽤の負担区分が困難であった。 
・着⼯後に建物躯体の劣化や図⾯との不整合が発覚するなど、計画時に想定していた⼯事内容から変

更が⽣じ、⼯事費⽤が確定しない状況が続いた。 
・改修⼯事にかかる費⽤のほかに、上階のアパートの⼊居者の⼀時転居に関わる費⽤など、建物所有

者の費⽤負担が⼤きくなった。 
１）『「多機能な居場所(つどい〜の)」事業⽴上経費補助』に基づき、「多機能な居場所」の事業⽴上げに係る建物改修・修繕（安

全性の向上、利便性の向上等に資するもの）に限り、1 件につき 250 万円を上限とし事業⽴上経費の 100%が補助される． 
 

＜対処⽅法＞ 
 整備内容ごとの費⽤内訳は、［構造補強・劣化等補修］が 47%、［内装・備品］が 43%、［解体］

が 10%であり、整備費⽤の約半分が建物の構造補強および劣化等の補修であった（図 3-4）。 
 整備主体ごとの費⽤内訳は、［地元⺠間企業］の出資が約 40%、［⽂京区社会福祉協議会］の補

助が約 20%、［建物所有者］の負担が約 15%、［その他助成⾦］が約 15%、［借主］の負担が 10%
であり、整備費⽤の確保には多様な⽀援によって実現した（図 3-4）。 

 最も多くの⽀援を⾏った地元⺠間企業は医薬品メーカーであり、週２⽇程度に健康増進や認知症
に対する理解促進および意識啓発、健康増進、医療、福祉、介護、認知症予防、治療に関する研
究、新たなサービスの開発に関する活動等を⾏うことを⽬的に出資した。 

 主体ごとに整備内容が区分できないため、関係者には費⽤の内訳を開⽰することで、意向の集約
に務めた。 

 当初、積極的な関与が得られなかった建物所有者であったが、建物の構造補強や劣化部分の補修
など、建物の安全性に関わる内容に関して建物所有者に丁寧に説明を⾏ったことで、結果として
建物所有者が⼀部を負担することになった。 

 
 

 

 

 

 

 

図 3-4 整備費⽤の内訳 

 

＜整備内容ごとの費⽤内訳＞  

＜整備主体ごとの費⽤内訳＞ 
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３−３．パイロット事業による知⾒のまとめ 

居場所づくりのパイロット事業である「千⽯三丁⽬プロジェクト」について、調査および分析をお
こなった結果まとめると、以下の通りである。 

 
① 建築⼠の関与 

空き家や空き店舗等の空きスペースを活⽤する際、建物図⾯がない場合が多く、建物図⾯の作成
や構造補強の検討等、初期段階から建築⼠の関与が重要である。さらに、初期段階から構造補強
の検討を⾏うことができ、合理的な活⽤策につながる。 

 
② 定期的な協議の場 

⽼朽化が進⾏している建物を活⽤する場合、着⼯後にも計画を⾒直すことを想定した柔軟な活⽤
計画とするほか、あらかじめ実⾏委員会等の定期的な協議できる場を設置しておき、都度計画を
練り直すことが重要となる。 

 
③ 所有者の関与 

建物の耐震性や耐久性の向上が求められる物件を活⽤する場合、建物所有者の関与は必要不可⽋
であるが、建物所有者の課題解決に努めながら、改修に関わる丁寧な説明が求められる。またそ
の際に、社会福祉協議会のような仲介的な役割をもつ公的組織の存在が重要となる。 

 
④ 多様な費⽤調達 

整備費⽤の確保においては、建物⾃体の改修から内装、備品まで幅広く整備を⾏う場合、整備費
⽤が⾼額になるため、多様な主体による費⽤調達が有⽤である。⼀⽅で、その費⽤区分は明確で
ないため、関係者に整備内容およびその内訳について開⽰し、理解を求めることが重要となる。 
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４．居場所づくりのノウハウの構築                         

４−１．居場所づくりのノウハウの検討 

以上の調査・分析を基に、本章では、住⺠の交流の機会増進と社会的孤⽴の抑制に寄与する空き家
や空きスペースを活⽤した「居場所」を創出するためのノウハウを整理する。 

空き家・空きスペース活⽤における課題整理、オーナーのニーズ調査、パイロット事業の調査・分
析を踏まえると、⼤きく以下の 4 つの論点が重要であると考えられる。 
（１）所有者の関与 
（２）建築物の安全性の確保 
（３）利⽤主体の体制、活動計画・資⾦計画の作成 
（４）資⾦調達のスキーム 

以下に論点ごとに居場所づくりを成功に導くカギを整理する。 
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（１）所有者の関与 
・以下のような観点から、空き家、空きスペースの所有者が居場所を創出する際、利活⽤を⾏う際に

何らかの形で関わることが重要である。 
- 空き家、空きスペースの利⽤⽬的、活動内容を理解し、バックアップする体制を取れていること

が、地域福祉に資する活動の成功につながりやすい。利⽤者が他地域の住⺠若しくは事業者、団
体である場合は、⼗分に地域とのコミュニケーションが図られていないこともある。近隣とのト
ラブルは、利⽤に⼤きな制約を与えることとなるため、必要に応じて所有者が仲⽴ちできること
が望ましい。 

- 建築物の改修について、物件の所有者として了承していることが必要となる。特に躯体に⼿を⼊
れる耐震改修の場合は、その影響が建物全体に波及するとともに、場合によっては重⼤な事態を
引き起こすことになりかねないため、所有者の関与が必須となる。また、簡易な内・外装⼯事だ
けの場合も、原状復旧についての取り決め等、事前に利⽤者と合意しておくべき内容も存在する
ので、関与が無視されるものではない。 
⺠法 
第 717 条  ⼟地の⼯作物の設置⼜は保存に瑕疵があることによって他⼈に損害を⽣じたときは、その⼯作物
の占有者は、被害者に対してその損害を賠償する責任を負う。ただし、占有者が損害の発⽣を防⽌するのに必
要な注意をしたときは、所有者がその損害を賠償しなければならない。 

- 利⽤に伴う事故・過失等の責任、利⽤時間や利⽤期限等の事項について、あらかじめ利⽤者と合
意形成を図ることが必要となる。 

 
・所有者⾃ら住み続けながら⼀部の空きスペースを提供する場合や利⽤時に在宅可能な場合は、必然

的に活動にコミットすることになるため、⼤きな⼼配はないことが想定されるが、空き家・空きス
ペースと居住空間が別にある場合は、注意が必要となる。いずれの場合も、後々のトラブルを回避
するために利⽤時間や利⽤ルールに関する覚書等を結んでおくことが望ましい。 

・しかし、居場所の利⽤者は善意に基づく公益的な活動を⾏っているケースがほとんどであり、⼀般
的な商業ベースの賃貸契約とは⼀線を画す。⼀定程度のルールは定めつつも、活動の⾃由度を阻害
しないように緩やかな関係を築くことが、これまで成功している事例から⾒て取れる。そのため、
紙⾯ベースで細部まで規定するのではなく、所有者と利⽤者相互で顔の⾒える緩やかな協調関係を
築くことが重要であると考えられる。そのため、快適な居場所づくりには、「オーナーが物件の近く
もしくは同⼀建物に住みつつ、建物の全部または⼀部を地域住⺠利⽤に開放し、多⼈数がつかうこ
と＝住み開き」が極めて有効である。 

・利⽤者から賃料を得る場合は、賃貸契約書の作成が必要となる。 
・利⽤時に所有者が在宅できない場合は、建物の全てあるいは⼀部を⼀⼾建ての住宅⽤途から利⽤に   

即した⽤途への変更が必要な場合がある。⽤途の変更を⾏う際には確認申請が必要となる可能性も
あるため、建築⼠に相談が必要となる。 
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図 4-1 所有・賃借形態フローチャート 
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（２）建築物の安全性の確保 
・居場所として活⽤しようとする空き家もしくは空きスペースが位置する建築物の法的な状況を把握

するためには、建築確認済証及び完了検査済証を取得するところから始める。完了検査済証しかな
い場合は、建築物が所在する⾃治体の所管課に⾏き、建築計画概要書及び台帳記載事項証明書を発
⾏してもらう。 

・建築確認済証もしくは台帳記載事項証明書に記載の交付年⽉⽇が 1981 年 6 ⽉ 1 ⽇以降の場合は、
新耐震基準に適合した建築物であると判断することができる。⼀⽅それより前の交付年⽉⽇の場合
は、旧耐震基準に基づく建築物ということになる。 

・不特定多数の利⽤者が利⽤することを考慮すると、⼀定程度の安全性能を確保していることが望ま
れるため、完了検査済証がない場合もしくは旧耐震基準に基づく建築物であることが判明した場合
は、建築⼠に依頼し、耐震診断を⾏うことが望ましい。 

・耐震診断の結果、利⽤⽤途や利⽤者の属性、利⽤頻度、安全管理上のルールを踏まえ、⼀定程度の
安全性が確保されていると判断された場合は、耐震改修を⾏わない選択肢も考えられるが、その判
断にあたっては建築⼠に相談し、⼗分に検討することが求められる。 

・居場所づくりの企画段階では、建物の所有者、利⽤者、個別活動のプレイヤー、地域の⾃治会代表
者、⾏政、⺠⽣委員、社会福祉協議会等が⼀堂に会して、居場所づくりのあり⽅や今後の活動につ
いての議論を⾏う実⾏委員会を⽴ち上げ、使い⽅や利⽤者の属性から求められる建物の安全性等に
関して、その中で議論を⾏い、合意を得ることが、後々のトラブル回避のために⾮常に重要である。 

・使い⽅や利⽤者の属性と照らし合わせて、建築物の安全性が不⼗分であると判断された場合は、耐
震改修を⾏う必要がある。耐震改修の⽅針の検討、設計にあたっては、専⾨的知⾒が必要となるこ
とから、次々⾴に掲載する建物データシート（表 4-1）に記⼊の上、建築⼠に相談することが望ま
しい。特に建築基準法上の増改築や⼤規模の修繕、⽤途変更を⾏う場合は、建築確認申請の⼿続き
が必要となるため、建築⼠による対応が更に必要となる。 

・建設時の法規には適合していたが、その後の法改正により現⾏法規に不適合となってしまった建築
物である既存不適格建築物の場合は、緩和措置が存在するため、判明した時点で直ちに居場所の活
⽤対象から除外すべき物件とは⾔えないが、簡易な内・外装⼯事だけを⾏えばよい場合と⽐較する
と、改修費⽤を要することは⼗分に理解しておく必要がある。参考までに、表 4-2 に既往物件の改
修坪単価を掲載する。 

・そもそも建設当時の法規に違反して建設された建築物や建設後に適切な⼿続きを踏まず増改築を⾏
った違法建築物の場合は、既存建築物を現⾏法規に適合させた上で、改修を考えることが必要とな
る。そのため、特別な調査を要せずにも簡単には是正することのできない明らかな違反が⾒て取れ
る場合や違法物件であることが既知の場合等は、居場所としての活⽤対象から除外することが望ま
しい。 

・建築物の竣⼯が 2006 年以前の場合は、アスベスト（吹付アスベスト、吹付ロックウール、アスベ
スト含有保温材等）が使⽤されている可能性があるため、設計図書等で使⽤されていないことが明
らかでない場合を除き、専⾨家のアドバイスを求める必要がある。 

・実際に利⽤される空間であるべきため、簡易な内・外装⼯事だけの場合も、建物データシートで建
築物の概要を整理の上、利⽤に応じた空間のつくり⽅等について建築⼠のアドバイスを求めること
が望ましい。 

  



4-5 
 

 
図 4-2 建物フローチャート 
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表 4-1 建物データシート 
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表 4-2 既往居場所づくり事例の改修坪単価 

項⽬ こまじいのうち さきちゃんち みちこはうす 千⽯三丁⽬ 

活動⾵景 

  

未供⽤ 

築年数 70 年 45 年 56 年 55 年 

構造・階数 ⽊造・2 階建て RC 造・3 階建て ⽊造・2 階建て ⽊造・2 階建て 

活⽤階・室数 1〜2 階・4 室 2 階・1 室 1 階・2 室 1 階・3 室 

耐震改修 無 無 無 有 

改修坪単価 約 12 万円/坪 約 2.5 万円/坪 約 31 万円/坪 約 50 万円/坪 

備考 

・⼩屋裏を現しにする

等、2 階部分に集中投

資 

・改修は最低限しか⾏

わず、ほぼ備品で対

応 

 ・耐震補強に加え、既

存構造部材の⼊れ替

えも実施 

・内外装仕上げは最低

限のスペック 
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（３）利⽤主体の体制、活動計画・資⾦計画の作成 
・居場所の⽴ち上げにあたっては、その場所を利⽤することになる個⼈、法⼈、活動団体、地域の⾃

治会、社会福祉協議会等からなる実⾏委員会を組織し、その活動計画や改修計画、それを下⽀えす
る資⾦計画等について議論を⾏うことが望まれる。実際に空間の担い⼿となる利⽤者が計画段階か
らコミットすることで、使い勝⼿の良い空間が⽣まれるとともに、「⾃分の場所」として場所に対す
る愛着を醸成することが重要である。 

・利⽤主体が法⼈格を持たない団体の場合は、規約等を定め、⼝座を開設する等して、責任の所在を
明確化することが必要である。 

・資⾦計画の作成にあたっては、補助⾦が尽きた時が活動の終わりという状況とならないように、持
続的な活動を実現するための⽅策を検討することが望まれる。（資⾦調達のスキームについては、
次項にて新たな仕組みの提案も含め後述） 

・⼤規模の修繕等を⾏う場合は、建築物の部分解体後に、構造部材の腐朽や既存建築物の設計図⾯と
の相違の発⾒等、予測不可能な事象が起きる可能性がある。それに対応するための予備費を資⾦計
画上、⾒込んでおくことが重要である。 

・後々のトラブル回避のためにも、建物所有者の死亡や変更の場合の利⽤についても覚書等を作成す
ることが望ましい。 
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図 4-3 利⽤フローチャート 
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（４）資⾦調達のスキーム 
・以下に、居場所づくりにおける資⾦調達のスキームについて、 

１）政策⽴脚型の多機能な居場所づくり 
２）助成⾦に頼らない⾃⽴的な居場所づくり 
2 つの観点から整理を⾏う。 

・１）に関しては、既存の⽂京区の政策に則った助成⾦のあり⽅に関して提⾔を⾏う。 
・２）に関しては、居場所での活動が主として利益を⽣まない公益的活動であり、営利活動を禁⽌し

ていることを踏まえ、多くの居場所が抱える課題に対する新たなスキームの検討を⾏う。助成⾦に
頼ることなく、⾃⽴的に居場所を⽴ち上げ、運営を⾏うことができる⺠間投資を活かした新たな仕
組みについて考察を⾏う。このスキームの社会実装に向けては、関⼼を有する⺠間企業等と協働し、
更なる検討を進めることが望ましい。 

 
１）政策⽴脚型の多機能な居場所づくり 

①現状の課題 
・耐震改修を要するような物件に対しては、現在のイニシャルコストの補助（250 万円/軒）では不

⾜する。構造部材の腐朽への対応や構造補強に伴う各種⼯事の内容によっては、多⼤な費⽤を要
する可能性がある。 

・プログラムの開催にかかる費⽤（相談員⼈件費）の上限が⼩さい。 
・⼀⽅で、家賃⼜は⼟地建物借上料に割くことのできる⾦額の割合が⼤きい。 

 
表 4-3 事業運営費対象経費（1 か⽉当たりの総額 20 万円を上限） 

項⽬ 内容 補助率 
会場確保経費 家賃⼜は⼟地建物借上料 3/4 

相談員⼈件費 

相談を受ける⽅への謝礼 
条件：相談を受ける活動や業務の経験がある⽅ 
例：社会福祉⼠、臨床⼼理⼠、精神保健福祉⼠、
⺠⽣委員・児童委員、元⺠⽣委員・児童委員、医
師、理学療法⼠、介護⽀援専⾨員、介護福祉⼠、
保育⼠、⼼理カウンセラー、その他 

10/10（5 万円上限） 

光熱⽔費 
該当スペースで利⽤した分の電気代、⽔道代、ガ
ス代等 

1/2 

固定資産税 該当スペース分の固定資産税 10/10 
修繕費 建物改修・修繕費⽤ 1/2 

 

②改善⽅策案 
・居場所として活⽤することに適している空き家の条件等を判断することのできるフローチャート

（図 4-1・4-2・4-3）を整理し、ノウハウとして共有する。 
・相談員⼈件費の上限額を上げるとともに、その内容について柔軟性を保ちつつももう少し具体的

に規定する。 
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２）助成⾦に頼らない⾃⽴的な居場所づくり 
・⺠間企業の CSR （Corporate Social Responsibility）への考え⽅を活かしたプロジェクトベースのフ

ァイナンスによる居場所づくりの仕組みを構築する。 
※CSR：企業の社会的責任。Corporate Social Responsibility の略。SR（社会的責任）とは、組織の決定及び活動が

社会及び環境に及ぼす影響に対して、次のような透明かつ倫理的な⾏動を通じて組織が担う責任。 
- 健康及び社会の繁栄を含む持続可能な発展に貢献する。 
- ステークホルダーの期待に配慮する。 
- 関連法令を順守し、国際⾏動規範と整合している。 
- その組織全体に統合され、その組織の関係の中で実践される。         出典：ISO26000 

・成果連動型のソーシャル・インパクト・ボンド（Social Impact Bond：SIB）の仕組みを導⼊するこ
とも検討する。ソーシャル・インパクト・ボンドは、⾏政サービスの⺠間委託に対して適⽤される
ことが多いが、この⾏政サービスを⺠間の企業活動と読み替える。 

 
①CSR 活動拠点パターン 
・⺠間企業が地域福祉に貢献しつつ、⾃⾝のマーケティングや新しい技術やサービスの開発づくり

を⾏なうオープンイノベーションの場＝リビングラボ的に多機能な居場所を活⽤する。 
※リビングラボ：新しい技術やサービスの開発にて、ユーザーや市⺠も参加する共創活動。またはその活動拠点 

・本来⺠間企業がマーケティングや商品の試⾏的開発等に対してかけていた費⽤の削減分や⺠間企
業が居場所をプレイヤーとして活⽤した収益に⾒合う形でプロジェクトに投資し、実⾏委員会が
その費⽤を受け取る。 

・上記投資⾦額を⽤いて、空き家オーナーは空き家の改修等の初期整備費を負担しつつ、その残り
は活動資⾦として活⽤する。 

・活動資⾦の中からオーナーへ家賃を払うことはできるものとするが、その額は市場相場よりかな
り抑えた⾦額とする。どちらかというとボランティア的に活動していた活動団体の活動⽀援を⼿
厚くする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-４ CSR 活動拠点パターンの体制イメージ 

⺠間 
企業 

空き家 
オーナー 

改修・活動資⾦投資 

空き家耐震改修等初期整備 

（収益） 

資産価値向上 

無償空間利⽤権 

市⺠ 
等 

福祉的サービス 居場所 
プレイヤー 

（利⽤料⾦） 

実⾏委員会 
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②SIB 適⽤パターン 
・⺠間企業が地域福祉に貢献しつつ、⾃⾝のマーケティングや新しい技術やサービスの開発づくり

を⾏なうオープンイノベーションの場＝リビングラボ的に多機能な居場所を活⽤する。 
・本来⺠間企業がマーケティングや商品の試⾏的開発等に対してかけていた費⽤が削減される⾒合

いをアウトカムの対価と設定し、成果連動型報酬として、中間⽀援組織を通じて実⾏委員会に⽀
払う。 

・上記成果連動型報酬を⽤いて、空き家オーナーは空き家の改修等の初期整備費を負担しつつ、そ
の残りは活動資⾦として活⽤する。 

・⽂社協が⽀援する企業等が、SIB 契約の構築及び契約履⾏のコーディネート等を担う中間⽀援組
織として機能する。 

・イニシャルコスト等、アウトカム発現とのスケジュール的ギャップに対しては、⺠間の投資家か
らのファイナンスで賄い、成果連動型報酬から償還・配当を⾏う。 

・活動資⾦の中からオーナーへ家賃を払うことはできるものとするが、その額は市場相場よりかな
り抑えた⾦額とする。どちらかというとボランティア的に活動していた活動団体の活動⽀援を⼿
厚くする。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

図 4-5 SIB 適⽤パターンの体制イメージ 

 

  

⺠間 
企業 中間⽀援組織 

エンジェル 
投資家/企業 

空き家 
オーナー 

SIB 契約 （償還・配当） 

成果連動型報酬 （投資） 
選定 

改修・活動資⾦提供 
PM・コーディネート 

報告 

第三者 
評価機関 

評価 

空き家耐震改修等初期整備 

（収益） 

資産価値向上 

無償空間利⽤権 

市⺠ 
等 

居場所 
プレイヤー 

福祉的サービス 

（利⽤料⾦） 

実⾏委員会 
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＜参考＞ソーシャル・インパクト・ボンドとは？ 
資⾦提供者から調達する資⾦をもとに、サービス提供者が社会的課題に対する効果的なサービスを提

供し、サービスの成果に応じて⾏政が資⾦提供者に資⾦を償還する、成果連動型の官⺠連携による社会
的インパクト投資の⼿法の⼀つであり、世界的に関⼼が⾼まりつつある。これは、経済的リターンだけ
でなく、社会的リターンを求める社会的責任投資（SRI：Sustainable and Responsible Investment）や ESG
投資と呼ばれる新たな投資スタイルが市場を拡⼤していることとも関連している。 

この SIB と呼ばれる⼿法は、⾏政コストを削減しつつ、市⺠等の⽣活環境等の向上を図ることができ
る、指定管理者制度や PFI のような従来の公⺠連携⼿法を更に発展させ、このスキームに⺠間投資家が
関与し、成果に応じた適切なリターンを受け取ることで、市⺠-⾏政-投資家の WIN-WIN-WIN の関係
を築くことができるところに⼤きな意義がある。これによって、⺠間投資が加速し、社会的課題の更な
る改善が⾒込まれる。 
 
 

   

⼀般的な⾏政サービスの⺠間委託          成果連動型の⺠間委託 

 

  
投資家を巻き込んだ成果連動型⽀払い＝SIB 

図 4-6 SIB と⼀般的な⺠間委託、成果連動型の⺠間委託との差異 
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ソーシャル・インパクト・ボンドの事例 
⾃治体名 広島県、尾道市、庄原市、⽵原市、福⼭市、府中市、三次市 
対象分野 ヘルスケア（がん検診受診率向上） 

概要 
広島県域６⾃治体の国⺠健康保険者を中⼼に、がんの早期発⾒による健康
寿命の延伸、⽣活の質の向上を⽬的として、⼤腸がん検診の受診勧奨を⾏
う。 

事業開始 2018 年 11 ⽉ 
事業期間 3 年 

事業規模（最⼤⽀払
額） 

2,229 万円 

 

実施体制 

⾏政：広島県、尾道市、庄原市、⽵原市、福⼭市、府中市、三次市 
事業者：株式会社キャンサースキャン 
中間⽀援組織：ケイスリー株式会社 
資⾦提供者：⼀般財団法⼈社会的投資推進財団、株式会社広島銀⾏、株式会

社みずほ銀⾏、個⼈投資家（ミュージックセキュリティーズ株
式会社仲介のクラウドファンディング） 

 
成果指標 ⼤腸がん検診受診率、精密検査受診率 
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⾃治体名 神⼾市 
対象分野 ヘルスケア（糖尿病性腎症重症化予防） 

概要 
糖尿病性腎症者のうち、重症化のリスクの⾼い未受診・治療中断中のもの
100 ⼈を対象とし、医療機関への受診勧奨および⾷事療法や運動療法等の
保健指導を⾏い、治療と⽣活習慣の改善を通じて重症化予防を狙う。 

事業開始 2017 年 7 ⽉ 
事業期間 3 年 
事業規模（最⼤⽀払
額） 

2,400 万円（予定） 

実施体制 

⾏政：神⼾市 事業者：株式会社 DPP ヘルスパートナーズ 
中間⽀援組織：⼀般財団法⼈社会的投資推進財団 
資⾦提供者：株式会社三井住友銀⾏、⼀般財団法⼈社会的投資推進財団、個

⼈投資家（予定）  
第三者評価者：公益財団法⼈未来⼯学研究所（予定） 

 

成果指標 

保健指導プログラム修了率、⽣活習慣改善率、腎機能低下抑制率 
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⾃治体名 ⼋王⼦市 
対象分野 ヘルスケア（⼤腸がん検診受診率向上） 

概要 

前年度⼤腸がん検診未受診者のうち 12,000 ⼈を対象に、対象者個⼈の特定
健診関連データ、がん検診関連データ及びレセプトデータから⼤腸がんの
リスクが⾼い要因（飲酒、肥満等）を分析し、個⼈のリスク要因に応じたオ
ーダーメイドの受診勧奨ハガキを送付し、早期がん発⾒者数の増加を⽬指
す。 

事業開始 2017 年 5 ⽉ 
事業期間 3 年 
事業規模（最⼤⽀払
額） 

資⾦調達額：887 万円 
最⼤⽀払額：976 万円 

実施体制 

⾏政：⼋王⼦市 
事業者：株式会社キャンサースキャン 
中間⽀援組織：ケイスリー株式会社 
資⾦提供者：⼀般財団法⼈社会的投資推進財団（株式会社みずほ銀⾏の資⾦

拠出を含む）、株式会社デジサーチアンドアドバタイジング、
⿊越誠治（個⼈投資家） 

 

成果指標 

⼤腸がん検診受診率、精密検査受診率、早期がん発⾒者数 
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⾃治体名 東近江市 
対象分野 地域で育む⼦どもの居場所事業（本事業以外にも複数の事業を SIB で実⾏） 

概要 
⼦ども⾷堂をはじめとする様々な地域資源と組み合わせた⼦どもの居場所づ
くりを通じて、貧困や障がい等様々な理由で孤⽴している⼦どもやその保護
者と地域をつなぐことを⽬指す。 

事業開始 2018 年 12 ⽉ 
事業期間 3 ヶ⽉ 

事業規模（最⼤⽀払
額） 

出資⾦募集最⼤総額：500,000 円 
出資⾦募集最低⾦額：500,000 円 
出資⾦申込単位：20,000 円 

実施体制 

⾏政：東近江市 
事業者：⼀般社団法⼈がもう夢⼯房 
中間⽀援組織：合同会社社会的投資⽀援機構、プラスソーシャルインベスト

メント株式会社 
資⾦提供者：個⼈・法⼈投資家 

 

成果指標 

・つながりの増加：関係者にアンケート調査し、事業実施前より知り合いや
友⼈が増えている。また、⼦どもが信頼できる⼤⼈が出来た。 

・団体の状態の変化：相談できる⼈が周りに増えている。 
・地域の状態の変化：地域の⼦どもに関する課題を知っている⼈が増えてい

る。世代や障がい・貧困の有無にかかわらず、⼦どもの居場所が提供され
ていることを知っている⼈が増えている。 
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４−２．助成⾦メニューの整理                                  

本章では、空き家や空きスペースを活⽤した「居場所」の⽴上げや活動の運営推進を⽬的とした既存
の助成⾦制度を整理する。 

各助成⾦で⽀出可能な費⽬について、「改修」、「⽴上げ物品」、「運営費」、「⼈件費」の 4 つの項⽬につ
いて整理すると表 4-4 のとおりとなる。各助成⾦の詳細は次ページ以降に記載する。 

 
表 4-4 助成⾦活⽤参考リスト 

 

改修 ⽴上げ物品 運営費 ⼈件費

(１)⽂京区社会福祉協議会

１)ふれあいいきいきサロン × ○ ○ ×

２)サロンぷらす × ○ ○ ×

３)かよい〜の × ○ ○ ×

４)⼦ども⾷堂 〇 ○ ○ ×

５)つどい〜の ○ × ○ ○

(2)その他⺠間の助成⾦

１)オリックス宮内財団
 「 “⼦ども⾷堂応援” プロジェクト」

× ○ ○ ×

２)公益信託オラクル有志の会
  ボランティア基⾦

○ ○ ○ △

３)トヨタ財団 そだてる助成 ○ ○ ○ ○

４)ドコモ市⺠活動団体助成事業 ○ ○ ○ ○

５)ボランティア基⾦「ゆめ応援ファンド」 × ○ ○ ×

６)⾚い⽻根共同募⾦ 地域配分（Ｂ配分） × ○ ○ ×
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（１）⽂京区社会福祉協議会の助成⾦⼀覧 
１）ふれあいいきいきサロン 

⽣活課題・福祉課題を抱えた⾼齢者、障害者(児)、⼦育て中の親⼦、⻘少年等の交流が対象。 
要件 ⽴上経費 運営経費 

・⽂京区内に住所を有する住⺠が 5 ⼈以
上参加 

・原則⽉ 1 回以上開催 

10,000 円 
※サロン視察交
通費及び什器等
購⼊費 

【運営費】 
1 回 1,000 円(⽉ 2 回まで) 
【会場使⽤料】 
有料施設等：実費(1 回 2,000 円上限、
⽉ 2 回以内) 
個⼈宅：１回 1,000 円上限(⽉ 2 回以
内) 

 
２）サロンぷらす 

住⺠ニーズが⾼くインフォーマルな資源が不⾜している課題解決に取り組む活動が対象。 
要件 ⽴上経費 運営経費 

・⽂京区内に住所を有する住⺠が５⼈
以上参加 

・他に毎回参加することを原則とする
スタッフを１⼈以上確保 

・原則⽉１回以上開催 

50,000 円 1 回 2,000 回(⽉ 4 回以内) 

 
３）かよい〜の(住⺠主体の通いの場) 

地域の⽀え合い及び運動機能の向上を⽬的としたプログラムを実施する活動が対象。 
要件 ⽴上経費 運営経費 

・⽂京区内に住所を有する６５歳以上
の⾼齢者が５⼈以上参加 

・活動規模により定める⼈数のスタッ
フを確保 

・原則週１回以上開催 

100,000 円 ・参加者 5〜10 ⼈、スタッフ 2 ⼈ 
18,000 円/⽉ 

・参加者 11〜20 ⼈、スタッフ 3 ⼈ 
20,000 円/⽉ 

・参加者 21 ⼈以上、スタッフ 4 ⼈ 
22,000 円/⽉ 
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４）⼦ども⾷堂 
主に家庭の事情による孤⾷などの状況にある地域の⼦どもを対象に⾷事の提供を通じた居場所

づくりを⾏うものが対象。 
要件 ⽴上経費 運営経費 

・⽂京区内で実施されていること 
・区⺠が主体的に運営すること 
・⾷事の提供を⾏うこと 
・交流事業などの⼦どもの居場所づく

り活動を併せて⾏うこと 
・原則参加する⼦どもは１回５名以上

であり、うち３分の２以上が区⺠で
あること 

・開催頻度は、原則⽉１回以上である
こと 

・開催時間は、１回あたり２時間以上
であること 

・助成対象事業開催時は、常駐できる
責任者を配置すること 

・助成対象事業開催時は、安全⾯・衛⽣
⾯について適切な配慮をすること 

100,000 円 1 回 10,000 上限(⽉ 2 回以内) 

 
５）つどい〜の(多機能な居場所) 

地域⼒強化推進のため、多世代の⼈々が⾃由に交流できる多くの機能を持ち、地域の⾃主的な⽀
えあいの活動の中⼼となる居場所の構築と円滑な運営を⾏うものが対象。 

要件 ⽴上経費 運営経費 
・専有・常設の場で、地域の⽣活 課題

を有する住⺠からの相談を受け、専
⾨職につなぐことのできる相談体制
があり、プログラムを 原則週４⽇以
上実施 

・参加者に年齢制限を設けないこと 
・住⺠が主体的に運営すること。  
・地域の組織（町会等）や⺠⽣・児童委

員などが運営に関わる協議体がある
こと 

・地域福祉コーディネーターが、⽴上
げ・運営の⽀援に関わっていること 

・活動計画を⽴てていること 

2,000,000 円 200,000 円 
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（２）その他⺠間の助成⾦⼀覧 
１）オリックス宮内財団「 “⼦ども⾷堂応援” プロジェクト」 

要件 ⽴上経費 運営経費 
・⼦ども⾷堂を特定の場所で⽉ 1 回

以上運営していること 
・団体固有の⼝座を有していること 
・主な活動先の市区町村社会福祉協議

会等の推薦が得られること 

300,000 円 
⇒⼦ども⾷堂の
開設拡充に必要
な備品（⾷器や
調理器具、家具
等）の購⼊費⽤
を助成（既に開
設している場合
は、新たに必要
となる備品の購
⼊費⽤も含む）。 

300,000 円 
⇒年間の運営に必要な⾷費や会場の
賃借料等を助成。 

 
２）公益信託オラクル有志の会ボランティア基⾦  

要件 ⽴上経費 運営経費 
・東京都において社会的な貢献活動を

⾏う都内に事務所を置く市⺠活動団
体（ボランティア団体とＮＰＯ法⼈
を優先する） 

助成希望額は、100,000 円から 1,000,000 円の範囲内で
の額（万円単位）とし、原則として１法⼈⼜は１団体 100
万円を限度とする。 

 
３）トヨタ財団 そだてる助成 

要件 ⽴上経費 運営経費 
・テーマ：「未来の担い⼿と創造する持

続可能なコミュニティ ―地域に開
かれた活⼒ある課題解決の仕組みを
通じて―」 

・特定地域の課題解決に留まらず⽇本
社会全体に関わる課題の解決をめざ
したものや持続可能なコミュニティ
の実現に資する汎⽤性のあるもの 

助成⾦額の上限を特にないが、過去 3 年度の助成⾦額の
平均は 665 万円となっている。 
また、助成対象期間は 2 年間。 
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４）ドコモ市⺠活動団体助成事業 
要件 ⽴上経費 運営経費 

・本国内に活動拠点を有する⺠間の⾮
営利活動団体。なお、活動実績が 2 年
以上であること 

・複数の団体が連携した協働事業の場
合は、代表申請団体が上記 1 の要件
を満たしていること 

・任意団体については、5 ⼈以上のメン
バーで構成され、活動状況について
ホームぺージ、SNS（ブログ、フェイ
スブック等）による活動情報の発信
や団体情報の開⽰を⾏っている団
体。また、会則、規約⼜はそれに相当
する⽂書を有し、適正な事業計画書、
予算・決算書が整備されており、応募
団体が活動する地域の中間⽀援組織
（NPO ⽀援センターなど活動⽀援
団体）からの推薦があること 

・助成決定後、申請事業の活動計画に
基づいた⽬標設定、四半期ごとの経
過報告、効果検証、活動成果の作成・
公表等について、実施していただけ
る団体 

・申請事業の活動状況について、団体
のホームぺージや SNS（ブログ、フ
ェイスブック等）による定期的な情
報発信を実践していただける団体 

 ・⼦どもの健全な育成を⽀援する活
動 
1 団体あたり上限 70 万円まで応募可
能 
・経済的困難を抱える⼦どもを⽀援
する活動 
1 団体あたり上限 100 万円まで応募
可能 

 
５）ボランティア基⾦「ゆめ応援ファンド」 

要件 ⽴上経費 運営経費 
・ボランティア・市⺠活動団体 

・ボランティア・市⺠活動を推進して
いる⺠間⾮営利団体 

500,000 円以内 
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６）⾚い⽻根共同募⾦ 地域配分（Ｂ配分） 
要件 ⽴上経費 運営経費 

・地域福祉の推進を⽬的とした事業を
⾏う区内に在住する⺠間社会福祉施
設、団体等（会社法⼈が経営、学校法
⼈及び特殊法⼈が運営する施設、⺠
間型の⽼⼈ホームなどは対象外） 

10 万円〜20 万円以内（対象事業の 75％以内）  
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